
平成２３年１０月６日 
 
 各   位 
  
                                                       北海道商工会議所連合会 
  
 

「原子力損害賠償に関する事業者向け説明会」の開催について 
  
 原子力損害賠償問題については、原子力損害賠償紛争審査会による中間指針の公表（8/5）、
東京電力による事業者向けの補償基準等の公表（9/21）など、被害を受けた事業者への支援策
がようやく動き出したところであります。  
  北海道においても、風評被害、原材料の入手難、警戒区域内企業の事業休止等により、大幅
な売上減少となった中小企業が多数あり、損害賠償の請求ができる可能性があります。 
  このようなことから、本連合会では、日本弁護士連合会より講師を招き、原子力発電所事故
の損害と賠償手続きに関する説明会を、下記のとおり開催することといたしました。 
 つきましては、損害賠償請求を考えている方をはじめ、各商工会議所会員企業の皆様で参加
ご希望の方は、別紙参加申込書にて１０月１１日(火)午前中までにお申し込み下さいますよう
ご案内申し上げます。 
 

記 
 

日  時    平成２３年１０月１２日（水）１３時３０分～１５時３０分 ※参加費無料 
  
場  所    北海道経済センター ８階 Ａホール   (札幌市中央区北１条西２丁目) 
 
内   容 
   １．説  明 
  (１) 中間指針(原子力損害賠償紛争審査会)、事業者向けの補償基準(東京電力)等に基づ 
         く、被害を受けた中小企業が賠償請求できる損害の範囲について 
    (２) 損害賠償請求手続きの進め方、交渉に当たってのポイントについて 
  ２．質疑応答 
 
講   師      日本弁護士連合会東日本大震災・原子力発電所事故等対策本部 
         原子力プロジェクトチーム事務局長  弁護士  秋元 理匡 氏 
 
参加対象者   各地商工会議所の本件に係わる役職員、会員の事業者、団体等 
 
お申込み方法  別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、北海道商工会議所連合会までＦＡＸ 
       にてお申し込み下さい。 ＦＡＸ番号：０１１－２３１－０７２６ 
           誠に恐縮ですが、申込期限は１０月１１日(火)１２：００までとさせていただ 
       きます。 
       なお、定員になり次第受付終了いたしますので、あらかじめご了承願います。 
   
       【お問い合わせ先】 北海道商工会議所連合会総務部(担当：守山、立藤)  
                  ＴＥＬ：０１１－２４１－６３０５ 
                  E-mail：doinfo@hokkaido.cci.or.jp 



原子力損害賠償に関する事業者向け説明会 
参 加 申 込 書 

 
 

北海道商工会議所連合会 総務部 行 

（ＦＡＸ番号：０１１－２３１－０７２６） 

 

                  ※  申込期限：１０月１１日(火)１２：００まで 
 
 

◎ 原子力損害賠償に関する事業者向け説明会 
 
   日 時：平成２３年１０月１２日（水）１３時３０分～１５時３０分 
 
    場 所：北海道経済センター ８階 Ａホール (札幌市中央区北１条西２丁目) 
 

 ○ 参 加 者                            （一 般） 
 
 貴企業・団体名 

 
 

 
  
 住  所 
 

 
 
 
 

 
 ＴＥＬ 

 
 

 
 ＦＡＸ 

 
 

 

 

 参加者役職・氏名 

 

 

（役職） 

 

（氏名） 

 

 
   ※ ご記入いただいた個人情報は、「原子力損害賠償に関する事業者向け説明会」の開催および 
     商工会議所の事業のご案内等に使用し、他の目的には使用いたしません。 
 
 
       【お問い合わせ先】 北海道商工会議所連合会総務部(担当：守山、立藤)  
                  ＴＥＬ：０１１－２４１－６３０５ 
                  E-mail：doinfo@hokkaido.cci.or.jp 


